
5
月
中
に
手
続
き
の
案
内
を
送
り
ま
す
。

○
こ
れ
ま
で
所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手

当
を
受
給
し
て
い
な
い
保
護
者

所
得
制
限
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、
新

た
に
児
童
手
当
を
受
給
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
保
護
者
の

方
は
認
定
請
求
の
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

〔
申
請
に
必
要
な
も
の
〕

・
申
請
書
（
市
役
所
で
用
意
し
て
い
ま

す
。）

・
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
（
申

請
者
が
厚
生
年
金
・
共
済
加
入
者
の

場
合
。）

・
申
請
者
名
義
の
預
金
口
座
の
分
か
る

も
の
（
郵
便
局
は
除
く
。）

・
認
印
（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
。）

・
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
（
平
成
17

年
1
月
1
日
現
在
、
高
浜
市
に
住
民

票
が
な
か
っ
た
方
の
み
。）

詳
し
く
は
、
こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ
に

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
1

申
請
を
行
う
時
期
に
よ
っ
て
、

支
給
さ
れ
る
金
額
が
変
わ
り
ま
す

か
？

Ａ
1

児
童
手
当
制
度
の
変
更
に
伴
い

新
た
に
申
請
を
行
う
方
は
、
9
月
末

ま
で
に
提
出
し
て
い
た
だ
い
た
場
合
、

特
例
的
に
4
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
10
月
以

降
は
申
請
の
翌
月
か
ら
の
支
給
と
な

り
ま
す
。

Ｑ
2

小
学
校
5
年
生
の
児
童
を
持
つ

保
護
者
で
す
。
以
前
に
児
童
手
当
を

受
け
て
い
た
と
き
に
は
、
6
月
に

「
現
況
届
」
を
出
し
て
い
ま
し
た
。

今
回
は
短
期
間
に
二
度
の
申
請
を
行

う
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
2

今
回
、
新
た
に
手
続
き
を
行
っ

て
い
た
だ
く
方
に
は
「
現
況
届
」
を

兼
ね
た
書
類
を
提
出
し
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
一
度
で
済
み
ま
す
。

Ｑ
3

児
童
手
当
を
振
り
込
む
際
、
子

ど
も
名
義
の
通
帳
に
入
金
し
て
も
ら

え
な
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
3

申
請
者
名
義
の
通
帳
に
限
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
合
せ
先

こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ

T
52
ー
1
1
1
1
（
内
線
362
）

4
月
13
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
第
1

児
童
手
当
制
度
の
拡
充
に
伴
う
手
続

き
が
必
要
で
す
。

○
対
象
年
齢

支
給
対
象
年
齢
が
、
こ
れ
ま
で
の
小

学
校
3
年
生
ま
で
か
ら
、
小
学
校
6
年

生
ま
で
に
拡
充
さ
れ
ま
す
。

○
所
得
制
限
の
緩
和

所
得
制
限
限
度
額
は
表
の
と
お
り
で

す
。

新
た
に
児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
る
児

童
の
保
護
者
は
、
市
役
所
（
公
務
員
の

方
は
勤
務
先
）
で
、
認
定
請
求
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

○
小
学
校
4
年
生
の
児
童
が
い
る
保
護

者現
在
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
保

護
者
の
方
は
、
手
続
き
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

○
小
学
校
5
年
生
ま
た
は
6
年
生
の
児

童
が
い
る
保
護
者

新
た
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

広報たかはま　H18.5.1 6

4
月
1
日
よ
り

児
童
手
当
制
度
が

拡
充
さ
れ
ま
し
た

国
民
健
康
保
険
税

条
例
が
一
部

改
正
さ
れ
ま
し
た

扶養親族の数 自営業者（国民年金加入者） サラリーマン（厚生年金加入者）

0人 460万円 532万円

1人 498万円 570万円

2人 536万円 608万円

3人 574万円 646万円

4人 612万円 684万円

5人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

（注）老人扶養親族があるときは1人につき6万円が加算されます。


